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健康の増進に関する基本的な方向

健康日本２１（第二次）の概要

○ 平成２５年度から平成３４年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法第７条に基づく「国民の健康
の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成１５年厚生労働大臣告示）を改正するもの。

○ 第一次健康日本２１（平成１２年度～平成２４年度）では、具体的な目標を健康局長通知で示していたが、目標の実
効性を高めるため、大臣告示に具体的な目標を明記。

○ 具体的な目標は、おおむね10年間を目途として設定。目標設定後5年を目途に全ての目標について中間評価を行
うとともに、目標設定後10年を目途に最終評価を行うことにより、適切に評価、その後の健康増進の取組に反映。

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。
・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）
・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。
・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、医療連携体制の
推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」を推進。
・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進。

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る環境を整備。
・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活
習慣の改善及び社会環境の改善
・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等を十分に把握。



具体的な目標
○ ５つの基本的方向に対応して、５３項目にわたる具体的な目標を設定する。

その他

○ 都道府県及び市町村は、独自に重要な課題を選択して、目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施。（ＰＤＣＡサイクルの実施）
○ 国は、生活習慣病の改善のほか、社会環境の改善に関する調査研究を企画し、推進。
○ 各保健事業者は、各種健診の実施主体間で、個人の健康情報の共有を図るなど、健康に関する対策を効率的かつ効果的に実施。
○ 国、地方公共団体は、企業、団体等が行う健康増進に向けた自発的な取り組みを支援。

基本的な方向 具体的な目標の例 （括弧内の数値は現状） 目標

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
○日常生活に制限のない期間の平均
（男性70.42年、女性73.62年）

平均寿命の増加分を上回
る増加

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹
底 （がん、循環器疾患、糖尿病、COPDの予防）

○75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少
（84.3（10万人当たり））

○最高血圧の平均値
（男性138mmHg、女性133mmHg）

○糖尿病合併症の減少（16,271人）

７３．９（１０万人当たり）

男性１３４mmHg、
女性１２９mmHg
１５，０００人

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持・
向上 （心の健康、次世代の健康、高齢者の健康を
増進）

○強いうつや不安を感じている者（10.4%)
○低出生体重児の割合の減少（9.6％）
○認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の
向上（0.9％）

９．４％
減少傾向へ
１０％

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
○健康づくりに関する活動に取り組み自発的
に情報発信を行う企業数の増加(420社）

３０００社

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、
喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の
改善及び社会環境の改善

○２０～６０歳代男性の肥満者の割合（31.2%）
○食塩摂取量（10.6g）
○２０～６４歳の日常生活での歩数（男性7841歩、

女性6883歩）

○生活習慣病のリスクを高める量（１日当たり
純アルコール摂取量男性40g、女性20g以上)
の飲酒者割合の減少（男性16.7%,女性7.4％）

○成人の喫煙率（19.5%）
○８０歳で２０歯以上の歯を有する者の割合（25%)

２８％（自然増から１５％減）
８グラム
男性９０００歩、
女性８５００歩
男性１４．０％、
女性６．３％

１２％
５０％



日本人の食事摂取基準は、健康増進法第30条の２に基づき厚生労働大臣が定めるも

のとされ、国民の健康の保持・増進を図る上で摂取することが望ましいエネルギーと栄養
素の量の基準を示すものである。

策定の目的

平成27 (2015)年度から平成31 (2019)年度の５年間。

使用期間

改定のポイント

日本人の食事摂取基準(2015年版)について

「日本人の食事摂取基準 (2015年版)」策定検討会において検討を行い、平成26年３月
に報告書を取りまとめ、その主な改定のポイントは以下のとおり。

１)策定目的に、生活習慣病の発症予防とともに「重症化予防」を加えたこと。

２)エネルギーについて、指標に「体格 (BMI)」を採用したこと。

３)生活習慣病の予防を目的とした「目標量」を充実したこと。
・ナトリウム (食塩相当量)について、高血圧予防の観点から、男女とも値を低めに変更。

・小児期からの生活習慣病予防のため、食物繊維とカリウムについて、新たに６～17歳に
おける目標量を設定。

大臣告示の予定

平成27年３月中の予定。 4



基本構造

策定方針

策定の基本的事項

策定の留意事項

活用に関する
基本的事項

総論

栄
養
素
34
項
目

たんぱく質

脂質

炭水化物

エネルギー産生栄養素バランス

A, D, E, K

B1, B2, ﾅｲｱｼﾝ, B6, B12, 
葉酸, ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸, ﾋﾞｵﾁﾝ, C

Na, K, Ca, Mg, P

Fe, Zn, Cu, Mn, I, Se, Cr, Mo

脂溶性

水溶性

多量

微量

ビタミン

ミネラル

各論

〈参考〉水

妊婦・授乳婦
乳児・小児
高齢者

参考資料

対象特性

生活習慣病とエネル
ギー・栄養素との関連

高血圧
脂質異常症
糖尿病
慢性腎臓病
(CKD)

エネルギー
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国民健康・栄養調査の全体像
健康増進法第１０条に基づき、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民
の身体状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、毎年実施。

厚生労働省 国立健康・栄養研究所

①身体状況調査
世帯員を会場に集めて、
医師等が計測や問診

②栄養摂取状況調査
［満１歳以上］

世帯の代表者（食事作り担
当者）が、１日分の世帯の食
事を可能な限り秤量するとと
もに、誰がどれだけ食べたか
記入し、専門職が確認。

③生活習慣調査
［満20歳以上］

世帯員が質問紙に記入

○身長、体重［満1歳以上］
○腹囲［満6歳以上］
○血圧、血液検査、問診
［満20歳以上］

○食事の状況、料理名、
食品名、使用量等

○食習慣の状況、身体活動
の状況、喫煙の状況、
飲酒の状況等

・・・・・ ・・・・・

１単位区
（約20世帯） 国

民
生
活
基
礎
調
査
で
設
定
さ
れ
た

単
位
区
よ
り
３
０
０
単
位
区
を
無
作
為
抽
出

※健康増進法に基づき、集計

実施＜１１月中の任意の１日＞

委託 報告

保健所保健所 保健所

都道府県・保健所設置市・特別区

世帯世帯 世帯世帯 世帯

公表＜翌年１２月予定＞



栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従
事することを業とする者をいう 。

○栄養士及び管理栄養士の定義 (栄養士法第１条)

管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、
・傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導
・個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康
の保持増進のための栄養の指導

・特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、
栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの
施設に対する栄養改善上必要な指導等

を行うことを業とする者をいう。

栄養士

管理栄養士

栄養士及び管理栄養士の定義

7



１．管理栄養士
養成施設
修業年限４年

２．栄養士養成施設

修業年限２年

修業年限３年

修業年限４年

栄
養
士
免
許
取
得

実務経験３年以上

実務経験２年以上

実務経験１年以上

管
理
栄
養
士
国
家
試
験

管
理
栄
養
士
免
許

○免許
栄養士法第２条
栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設 (以下「養成施設」という。)において二年以上

栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
② 養成施設に入所することができる者は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定

する者とする。
③ 管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

管理栄養士及び栄養士免許取得の概要

8



参考資料



食事摂取基準策定の沿革

使用期間 策定時期

日本人の栄養所要量 昭和45年度～49年度 昭和44年 ８月

(第１次改定) 昭和50年度～54年度 昭和50年 ３月

(第２次改定) 昭和55年度～59年度 昭和54年 ８月

(第３次改定) 昭和60年度～平成元年度 昭和59年 ８月

(第４次改定) 平成２年度～６年度 平成元年 ９月

(第５次改定) 平成７年度～11年度 平成 ６年 ３月

(第６次改定)－食事摂取基準－ 平成12年度～16年度 平成11年 ６月

日本人の食事摂取基準 (2005 年版) 平成17年度～21年度 平成16年10月

日本人の食事摂取基準 (2010 年版) 平成22年度～26年度 平成21年 ５月

日本人の食事摂取基準 (2015 年版) 平成27年度～31年度 平成26年 3月

○戦後、科学技術庁が策定していた「日本人の栄養所要量」について、昭和４４年の策定
より、厚生省が改定を行うこととなった。また、平成１７年度より使用した「日本人の食事摂
取基準 (２００５年版)」において、食事摂取基準の概念を全面的に導入し、名称を変更す
ることとした。

10



国民健康・栄養調査の沿革

昭和20 (1945)年12月 海外からの食糧援助を受けるための基礎資料を得る目的で連合国軍司令部
(GHQ)の指令に基づく調査を東京都民を対象に実施

昭和21 (1946)年 ９都市、27都道府県、４鉱山・炭坑地区および１鉄道局で実施

昭和23 (1948)年 国民栄養調査として全国で実施を開始

昭和27 (1952)年 栄養改善法制定。この法に規定された国民栄養調査として、食料援助の基
礎資料だけでなく、国民の食生活の改善、国民の体位向上、食糧政策への
利用と目的範囲を拡大して実施

昭和39 (1964)年 年４回から年１回の実施に変更

昭和47 (1972)年 血液検査 (血色素)や皮下脂肪厚測定を導入

昭和61 (1986)年 運動、飲酒および喫煙習慣、降圧剤の服用などの問診を導入

平成元 (1989)年 血液検査の拡充 (血液生化学)、運動量調査の追加

平成7 (1995)年 比例案分法による食物摂取状況調査となり、従来の世帯単位から個人単位
での摂取量を算出

平成15 (2003)年 健康増進法の制定。この法に規定された国民健康・栄養調査として、国民
の健康の増進の総合的な推進を図るため、国民の身体の状況、栄養摂取お
よび生活習慣の状況を明らかにすることを目的として実施するようになる



肥満者（BMI≧25）*の割合の推移 (20歳以上)

(資料：厚生労働省 国民健康・栄養調査結果
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＊BMI（Body Mass Index）：体重〔kg〕／身長〔m〕2



▼「糖尿病が強く疑われる者」、「糖尿病の可能性を否定できない者」の判定▼
①「糖尿病が強く疑われる者」とは、ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c (NGSP)値が6.5％以上 (平成19年まではヘモグロビンA1c (JDS)値が6.1％以上)または、生活習慣調査票の問６
「これまでに 医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか」に「１あり」と回答し、問６－１「糖尿病の治療を受けたことがありますか」に「１過去から現在にかけて継続的に受けている」及び「２過去に
中断したことがあるが、現在は受けている」と回答した者。
②「糖尿病の可能性を否定できない者」とは、ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c ( NGSP)値が6.0％以上、6.5％未満 (平成19年まではヘモグロビンA1c (JDS)値が5.6％以上、6.1％未満)
で、“糖尿病が強く疑われる者”以外の者。

＜参考＞「糖尿病が強く疑われる者」、「糖尿病の可能性を否定できない者」の推計人数の算出方法
性・年齢階級別の「糖尿病が強く疑われる者」の割合と「糖尿病の可能性を否定できない者」の割合に、それぞれ総務省統計局「人口推計 (平成24年10月１日現在)」の性・年齢階級別の全国人口を乗じて

全国推計値を算出し、合計した。

(万人)

糖尿病が強く疑われる者 糖尿病の可能性を
否定できない者

糖尿病が強く疑われる者と
糖尿病の可能性を否定
できない者

H9 H14 H19  H24  

糖尿病有病者・予備群は、約2,050万人と推計され、平成９年以降、初めて減少

(糖尿病有病者) (糖尿病予備群)

(資料：厚生労働省「平成24年国民健康・栄養調査」 (http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032074.html))
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管理栄養士免許交付数の推移（累計） 栄養士免許交付数の推移（累計）

(万人) (万人)

(資料：厚生労働省健康局がん対策・健康増進課調べ) (資料：厚生労働省衛生行政報告例)

管理栄養士・栄養士免許交付数の推移

・管理栄養士免許交付数 (累計)約18万 (平成25年12月現在) 毎年：約8千

・栄養士免許交付数 (累計)約100万 (平成25年度現在) 毎年：約2万 (管理栄養士含む)
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135

10,550

166

11620

41

258

75

2,725

5,695

20,293

18,419

262

出典：管理栄養士・栄養士養成施設一覧（全国栄養士養成施設協会）

栄養士法改正 新養成カリキュラム施行

管理栄養士・栄養士養成施設の施設数、入学定員数（推移）
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